
別記様式第１号（第３条、第４条、第５条、第 14条関係） 
証 明 書 交 付 請 求 書 

 （宛先）周南市農業委員会会長 

１ 請求者（窓口に来られた方）はどなたですか。 請求年月日 年  月  日 

住 所  
フリガナ  生年

月日 
明治・大正・昭和 

平成・令和 
年  月  日  

氏 名 
 
 
 

電話
番号 

 
 
（日中連絡の取れる電話番号を記入してください。） 

 
２ どなた（証明を受ける者・申請者）の証明が必要ですか。 

住 所 □ 請求者 
と同じ 

 

フリガナ  
□

請求者 
と同じ 

 

氏 名  
 

 

３ どの証明書が何通必要ですか。 手数料 

□ (１) 非農地証明書 通 ※別途記載 
□ (２) 耕作証明書（農地法第３条申請等） 
     〔提出先：□    市・町農業委員会 □ 農地中間管理機構〕 通 無 料 

□ (３) 耕作証明書（その他） 
〔使用目的：                       〕 

通 
 
 
 
 

１通につき 
200 円 
 
 
 
 

□ (４) 農業を営む者であることの証明書(都市計画法施行規則第 60 条関係) 通 
□ (５) 貸付・借受地証明書〔□ ①貸付地 □ ②借受地〕 通 
□ (６) 農地転用事実証明書 通 
□ (７) 申請・届出済証明書 通 
□ (８) 許可・受理済証明書 

□ ①農地法第  条許可済 □ ②農地法第  条届出受理済 
□ ③農地法第３条の３届出受理済 □ ④農地改良届出受理済 

 
通 

□ (９) 現地確認に係る証明書・通知書の交付証明書 通 
□（10）買受適格証明書 

□ ①農地法第３条第１項 □ ②農地法第３条第１項第 13 号 
□ ③農地法第５条第１項 □ ④農地法第５条第１項第６号 
□ ⑤農地法第５条第４項 

通 無 料 

□ (11) 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 通  
 
 
 
 
 
 

１通につき 
200 円 
 
 
 
 
 
 
 

□ (12) 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 通 
□ (13) 引き続き農業経営を行っている旨の証明書 

〔□ ①贈与税の納税猶予 □ ②相続税の納税猶予〕の期間中 
通 

□ (14) 引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書 
〔□ ①贈与税の納税猶予 □ ②相続税の納税猶予〕の期間中 

通 

□ (15) 引き続き営農困難時貸付けを行っている旨の証明書 
〔□ ①贈与税の納税猶予 □ ②相続税の納税猶予〕の期間中 

通 

□ (16) 農地等の受贈者に係る農業委員会の証明書 
□ ①不動産取得税の徴収猶予に関する適格者証明 
□ ②引き続き農業経営を行っている旨の証明 

 
通 

□ (17) 特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例に係る土地等の買換
えについて農業委員会が適当と認める証明書 

通 

□ (18) 譲渡所得の特別控除に係る土地等についての農業委員会のあっせん
の証明書 

通 

□ (19)〔                              〕 通 

※ 非農地証明は、１通につき 800 円（１筆を超えるものは１筆増すごとに 100 円加算する。） 

ご注意 ●太線の中に記入・チェック☑してください。 
●(１)から(18)までに該当するものがなければ、その証明を(19)に記入してください。 
●(３)を除き、別途、個別の証明願等を提出してください。 

《事務局使用欄》 
決裁欄 公印使用 交 付 

年月日 

手数料 本人確認 

局長 次長 補佐 担当 処理 年月日 押印数 取扱者 
□    円

□ 無料 

□ マイナンバーカード 
□ 運転免許証 
□ パスポート 
□ 年金手帳、福祉手帳 
□(                ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 証明する 

□ できない 

 

 
 

 

 

 

 

 


